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序     文 
 

日本国政府は、フィリピン共和国政府の要請に基づき、技術協力プロジェクト「地方食品包装

技術改善プロジェクト」を実施することを決定し、独立行政法人国際協力機構が本案件を実施す

ることとなりました。 

当機構はプロジェクトの効果的かつ効率的な実施を図るため、2004年9月から2005年2月まで、

小職を団長とする調査団を2次にわたり現地に派遣し、事前評価調査を実施しました。第1次派遣

においては、先方政府関係者から要請背景を確認するとともに、フィリピン共和国地方都市を訪

問し、食品製品を扱う中小企業からの聞き取り調査を通してニーズや展望について調査を行いま

した。第2次派遣では、第1次派遣の調査結果を基に、先方政府関係者と本プロジェクトの内容に

関する協議を行いました。その後、本調査で確認された事項を踏まえ、2005年6月24日には案件実

施に係る実施協議議事録（Record of Discussion）の署名を行いました。 

本報告書は、参考資料として広く関係者に活用されることを願い、取りまとめたものです。終

わりに、本調査にご協力とご支援をいただいた関係者各位に、心より感謝申し上げます。 

 
平成17年7月 

 
独立行政法人国際協力機構 
フィリピン事務所長 松浦 正三 
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事前評価表（技術協力プロジェクト） 
 

作成日：2005年5月30日 
担当部所：フィリピン事務所 

１．案件名 

（和）フィリピン共和国地方食品包装技術改善プロジェクト 
（英）Improvement of Packaging Technology for Philippine Food Products in the Regions 
 

２．協力概要 

（1）プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 
本プロジェクトの主要な目標は、地方における食品中小企業（SME）の包装技術の改善

・向上に向け、包装技術改善に係る包装技術研究・開発センター（PRDC）の専門能力（知
識、技術及び普及・啓発のためのコンサルティング能力）を強化することにある。 

（2）協力期間 
2005年6月から2009年5月（4年間） 

（3）協力総額（日本側） 
約3億7,900万円 

（4）協力相手先機関 
フィリピン共和国科学技術省（DOST）PRDC 

（5）国内協力機関 
特になし 

（6）裨益対象者及び規模等 
1）直接的裨益者 
キャパシティビルディングの対象となるPRDCのスタッフ（22名） 

2）間接的裨益者（最終裨益者） 
地方における食品SME約4万社 

 

３．協力の必要性・位置づけ 

（1）現状及び問題点 
フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）では、食品企業は製造業で作り出す

付加価値の47％を創出しており、5万数千社がその担い手となっている。そのうち零細企
業を含むSMEは企業数で99.6％を占め、そのなかで86.2％が地方に立地している。 
このような企業は、生産管理、品質管理、衛生基準など様々な問題を抱えているが、な

かでも地方のSMEの多くは適切な包装技術の知識がなく、加えて包装資材のコスト高もあ
って、市場に商品を出荷するうえで適切な包装を行えないでいる。このため、物流、マー

ケティングといった要素とは別に、包装技術の制約、とりわけ商品の見た目の悪さや日持

ち期間の短さといった制約から、大半の企業の市場は極めて狭い地域に限定されてきた。

係る現状の打開は、特に地方におけるSME振興のひとつの課題として認識されている。 
1999年9月に活動を始めたフィリピンDOST PRDCは、包装技術改善の普及・啓発を目的

とした民間食品企業向けセミナー・ワークショップを毎月1～2回の頻度で全国各地域に



 

おいて実施、更に個別企業に対するコンサルテーションや適正技術導入支援（包装開発、

各種検査、ラベルデザイン、栄養表示、希望者への施設の貸し出し、民間包装業者の仲介）

など、包括的な包装技術改善サービスを民間企業に有償で提供してきた。このうち、コン

サルテーションは、メトロマニラにあるPRDCを訪問した企業に対して実施するだけでな
く、マニラを訪問することが容易ではない地方の企業についても、各地域で実施するセミ

ナー・ワークショップの機会を活用し個別相談に対応するなど、個別企業に対し可能な限

り直接PRDCが支援を行うアプローチをとっている。2004年末までの5年間で、PRDCが実
施したコンサルテーション数は延べ2,483件、セミナー開催は述べ84回（延べ2,331社が参
加）にのぼり、活動地域は全国16行政地域のすべてがカバーされている。このほか、個別
企業に対する有償の適正包装技術導入支援については、5年間で423社、704製品種目を対
象にサービスを提供し実績をあげてきた。現状、PRDCは、適正包装技術の重要性をまだ
認識できていない段階の食品SME、更に必要性を認識してはいるものの民間包装業者と商
業取引を開始できない段階の食品SMEに対し、このような包括的な適正包装技術導入支援
を実施する国内唯一の機関である。 
本プロジェクトは、PRDCの1）普及・啓発セミナー、ワークショップ、コンサルテーシ

ョン実施能力、2）組織運営能力、3）食品包装に係る専門能力（食品包装技術及び包装デ
ザイン・ラベルデザイン作成に係る能力）を向上し、民間食品SMEのニーズにより即した
適正包装技術の、特に地方部における一層の普及を図ることを目的として実施する。 
本プロジェクトにより、PRDCの専門能力が強化・向上され、より多くの食品SMEに対

しPRDCを通じた包装改善支援が可能になる。さらに包装改善による成功件数を増やして
いくことにより、直接PRDCの支援を受ける食品SMEのみならず、これまで食品包装改善
やPRDCの活動に興味を示さなかった層の意識改革を促し、地方食品SME約4万社全体の意
識の向上及び包装技術改善の促進を図ることが期待されている。 

 
（2）相手国政府国家政策上の位置づけ 

現アロヨ政権が2004年に公表した中期開発計画（2004-2010）は柱のひとつとして「1,000
万人の雇用創出」を掲げ、そのなかでSME振興による雇用創出を重要項目のひとつとして
取り上げている。他方、JICA開発調査「中小企業開発調査策定支援プログラム」（2004年3
月終了）の成果を受け、貿易産業省（DTI）が策定・公表したSME開発計画（SME Development 
Plan 2004-2010）においては、包装技術の開発・普及は今後実施すべき優先課題のひとつと
して取り上げられており、SME振興政策の観点から本プロジェクトによる必要性が指摘さ
れている。 

 
（3）わが国援助政策との関連、JICA国別事業実施計画上の位置づけ 

2000年8月に作成・公表されたわが国のフィリピンに対する援助の基本方針となるフィ
リピン国別援助計画のなかで、「産業構造の強化」は対フィリピン援助重点分野のひとつ

とされている。 
さらに、地場SMEの振興は、製品市場の拡大、地域経済の安定、地域における雇用創出

などの観点で、フィリピンにおける産業構造の基盤強化につながることから、これを支援

していくことの重要性は、JICA国別事業実施計画においても指摘されている。 



 

本プロジェクトは、食品の適切な包装技術の研究・開発にかかわる技術移転及び特に地

方に立地する食品SMEに対する適正包装技術の普及・啓発システムの確立を通じ、フィリ
ピン食品加工業者の大部分を占めるSMEのより広域な市場へのアクセスを向上させるこ
とを目的とするものであり、国別援助実施計画に示された援助優先課題に合致する。 
 

４．協力の枠組み 

（1）協力の目標（アウトカム） 
1）協力終了時の達成目標（プロジェクト目標） 
地方における食品SMEの包装技術の改善・向上に向け、適正包装技術の導入支援に係

るPRDCの能力（普及・啓発セミナー、ワークショップ、コンサルテーション実施能力、
組織運営能力、技術的専門能力）を強化する。 
＜指標1＞ 
プロジェクト終了までの、食品分野のPRDCのクライアント数の増加率。 

＜指標2＞ 
プロジェクト終了までの、PRDCによる食品SMEに対するコンサルテーション数（延

べ）の増加率。 
＜指標3＞ 
プロジェクト終了までの、PRDCによるパッケージ改善セミナーへ参加する食品SME

数の増加率。 
＜指標4＞ 

PRDCの支援により、適切な包装やラベルの技術を本格導入した食品SME数の増加率。
2）協力終了後に達成が期待される目標（上位目標） 
適正包装技術の普及・啓発の促進により地方食品SMEの包装技術が改善され、国内・

海外市場における地方食品SMEの製品の商品価値が高まる。 
＜指 標＞ 

2010年までに、地方から全国へ、又は全国から海外へ市場を拡大したPRDCのクライ
アントSMEの数の増加、又はPRDCからサービス提供を受けた食品SMEの売上額の増加。

 
（2）成果（アウトプット）と活動 
成果1． 

PRDCの地方食品SMEに対する適正包装技術導入支援に係る実施能力のうち、普及・啓
発セミナー、ワークショップ、企業コンサルテーションに係る実施能力が向上する。 

    
活動1-1：本プロジェクトと平行して、PRDCにより実施される普及・啓発セミナー、ワ

ークショップ、個別企業向けコンサルテーション等の活動について情報を収集

したうえで、本プロジェクトにより直接支援を受けるPRDCの活動との関係を
整理し、必要に応じ調整する。 

活動1-2：PRDCが本プロジェクトによる協力の進捗状況と調整のとれた普及・啓発セミ
ナー、ワークショップ、個別企業向けコンサルテーションを展開できるよう、

右支援活動に係る実施計画作成を支援する。 



 

活動1-3：PRDCの地方食品SMEに対する普及・啓発セミナー、ワークショップ、コンサ
ルテーションの実施状況、実施方法について確認し、必要に応じ指導・アドバ

イスを行う。 
活動1-4：食品SMEの包装改善ニーズに即し、かつ地方食品SMEにより導入・普及され

る可能性の高い適正包装技術の特定につき、PRDCを支援する。 
    

指 標 
・年次実施計画の内容とその作成状況 
・プロジェクトチームとの定例会議によるモニタリング結果、アドバイスの実施状況 
・適正包装技術特定の進捗状況 

 
成果2． 

PRDCの組織運営能力が向上する。 
    

活動2-1：PRDCマネージメントスタッフに対し、組織運営（組織戦略立案、プロジェク
トマネージメントを含む）に関する研修を実施する。 

活動2-2：PRDCマネージメントスタッフに対し、定例会議やワークショップを通じて事
業モニタリング・評価・調整に係る技術移転を行う。 

活動2-3：モニタリング・ガイドラインを含む評価マニュアルを作成する。 
 

指 標 
・評価マニュアル（モニタリング・ガイドライン）の活用状況 
・PRDCの運営管理状況に係るレポートが定期的に作成される。 
・プロジェクトのプログレス/モニタリングレポートが作成される。 

    
成果3． 

PRDCの食品包装に係る専門能力（技術、知識）が強化される。 
    

活動3-1：PRDC技術スタッフに対し、適切な食品包装技術〔ハイバリアフィルム、レト
ルトパウチ、アセプティック包装、鮮度保持包装（MAP）など〕に関する研
修及び技術指導を実施する。 

活動3-2：PRDC技術スタッフに対し、包装検査に関する研修及び技術指導（マイグレー
ション・テスト、製品包装適合検査など）を実施する。 

活動3-3：PRDC技術スタッフに対し、生鮮農産品の包装技術（青果や生鮮野菜の収穫後
の取り扱い、輸送包装技術、個別包装技術など）に関する研修を実施する。 

活動3-4：PRDC技術スタッフに対し、汎用包装技術に関する研修を実施し、SMEに対す
る同技術導入促進を支援する。 

    
 



 

指 標 
・技術移転に係る実施計画書の内容・作成状況 
・計画された研修・技術移転の実施・進捗状況 
・PRDC所属の技術スタッフの各種技術指導、研修における達成度及び理解度 
・汎用包装に関する技術が特定され、実用に向けた開発が進められる。 
 
成果4． 

PRDCの包装デザイン及びラベルデザインの製作に係る専門能力が強化される。 
    

活動4-1：PRDCのグラフィックデザイナーに対して、製品包装デザイン及びラベルデザ
インの作成・印刷技術（フレキソ印刷、リソグラフィー、輪転グラビア、デジ

タルプリンターによる印刷など）に関する研修を実施する。 
活動4-2：PRDCのグラフィックデザイナーに対して、パッケージングデザイン（個別包

装、化粧箱、輸送包装・容器のデザインなど）に関する研修・技術指導を実施

する。 
活動4-3：新たに開発された包装・ラベルデザインを地方食品SMEの商品に適用できる

ようPRDCの地方食品SMEに対する活動を支援する。 
 

指 標 
・技術移転に係る実施計画書の内容・作成状況 
・計画された研修・技術移転の実施・進捗状況 
・PRDC所属のグラフィックデザイナーの各種技術指導、研修における達成度及び理解度
・本邦専門家、研修による技術移転結果の実用化の実施状況 

 
（3）投入（インプット） 

1）日本側 
＜長期専門家＞ 
・事業運営計画/包装技術 1名 4年間 

＜短期専門家＞ 
詳細についてはプロジェクト活動を通じニーズに応じて決定する予定 
・包装技術1（ハイバリアフィルム、MAP）1名 2～3ヵ月×2回 
・包装技術2（レトルトパウチ、包装後殺菌）1名 2～3ヵ月×2回 
・パッケージ・ラベルデザイン 1名 2～3ヵ月×2回 

＜カウンターパート研修＞ 
詳細についてはプロジェクト活動を通じニーズに応じて決定する予定 

    

4年間で以下の分野の10名を予定 
・プロジェクトマネージメント（1名） 
・レトルトパウチ、アセプティック包装、MAP（3名） 
・輸送包装（1名） 



 

・包装テスト（2名） 
・グラフィックソフトウェア（3名） 

＜機材供与＞ 
・ハイバリアフィルムの応用に必要な機材 
・レトルトパウチと包装後殺菌に必要な機材 
・MAPに必要な機材 
・デジタルプリンター 
・デザイン関係機材 
・検査機材 
・車 両 

2）フィリピン側 
＜人的投入＞ 
・日本人専門家に対するカウンターパートの配置 
・事務局的スタッフの配置 
・Steering Committee（Joint Coordinating Committee）の配置 

＜施設・既存機材の提供＞ 
・専門家執務室、会議スペース、電話・インターネット回線 
・機材設置に必要な施設の増改築 

＜プロジェクト運営に係る予算配分＞ 
・施設・機材の維持管理費 
・カウンターパートの人件費 

 
（4）外部要因（満たされるべき外部条件） 

1）成果（アウトプット）達成のための外部条件 
・カウンターパートが継続してプロジェクト業務に従事する。 

2）プロジェクト目標達成のための外部条件 
・PRDCが計画どおりに地方SMEに対する包装技術改善に係る啓発・普及活動を実施
する。 

・PRDCの活動とDOST地方局との連携が十分に確保される。 
・PRDCと関連諸機関との間の連携・協調が十分に確保される。 

3）上位目標達成のための外部条件 
・包装技術改善に関するフィリピン政府の政策が継続される。 
・フィリピンにおける経済状況がPRDCのクライアントである地方食品SMEの経済活
動に悪影響を及ぼさない。 

4）案件実施の前提条件 
・プロジェクトの運営・活動費のための予算が確保、維持される。 

 

５．評価5項目による評価結果 

以下の点からプロジェクトを評価した結果、協力を行うことは必要かつ妥当と判断される。

    



 

（1）妥当性 
‐ SMEの製品（特に食品）包装技術の改善は、フィリピンDTIの「SME Development Plan 

2004-2010」においても優先課題のひとつとして取り上げられており、SME振興の観
点から同国の政策に合致している。 

‐ わが国の国別援助計画では、「持続的成長のための産業構造の強化」が対フィリピ

ン援助重点分野のひとつとされている。地場SMEの振興は、製品市場の拡大、地域
経済の安定、地域における雇用創出などの観点から、フィリピンにおける産業構造

の基盤強化につながると考えられており、これを支援していくことの重要性は、

JICA国別事業実施計画においても指摘されている。本プロジェクトは、食品の適切
な包装技術の研究・開発にかかわる技術移転及び特に地方に立地する食品SMEに
対する適正包装技術の普及・啓発体制の確立を通じ、フィリピン食品業者の大部分

を占めるSMEの広域市場へのアクセスを向上させることを目的とするものであり、
右国別援助実施計画に示された援助優先課題に合致する。 

‐ 日本は食品包装技術の改善・普及及びパッケージ・ラベルのデザイン開発に関し、

最新市場動向に関する情報の蓄積、基本的・先進的な包装技術・機械・包装材料の

開発・普及の度合い、包装基準コンプライアンスの徹底など、豊富な知識・技術を

有しており、当該分野における日本の協力の優位性は高い。 
 
（2）有効性 

‐ 本プロジェクトのプロジェクト目標は、最終裨益者である地方食品SMEに対する包
装技術改善に係る啓発・普及及び適正包装技術導入支援を行うサービスプロバイ

ダーとしてのPRDCの専門能力及び機能強化である。このプロジェクト目標の達成
度をPRDCのサービス提供能力の定量的な向上と定性的な向上・改善の両面から測
る指標として、PRDCのクライアント数の増加、食品SMEに対するコンサルテーシ
ョン実施件数、主に地方で実施される食品包装改善セミナーへの参加企業数の増

加、及びPRDCの支援（サービス提供）を受けて適正包装技術の本格導入を実現し
た食品SME数の増加（成功件数の増加）を用いており、プロジェクト目標とその指
標の設定は明確であるといえる。 

‐ 本プロジェクトにおいては、目標達成に必要な成果として、1.「適正包装技術導入
支援のための活動実施能力の向上」、2.「組織運営能力の向上」、3.「食品包装技術
に係る専門能力の向上」、及び4.「包装デザイン・ラベルデザイン製作に係る専門能
力の向上」という4つのアプローチを用いている。このうち成果1に関しては、食品
SMEに対する啓発・普及活動やコンサルテーション等の活動実施能力の強化を、成
果2に関しては、戦略立案、モニタリング・評価を含む組織管理などPRDCの組織と
しての能力強化・機能向上を目的とするものであり、成果3と成果4は、PRDCの個々
のスタッフの技術面での能力強化を目的とするものである。このように多面的に

PRDCの組織強化・機能向上を図ることにより、プロジェクト目標が十分に達成さ
れると期待できる。 

 
 



 

（3）効率性 
‐ PRDCは民間企業に対する包装技術改善指導において5年間の活動実績を有し、基本

的な設備の整備、技術スタッフの育成、関係者（民間包装関連企業、商工会議所、

DOST地方・州支局、DTIなど）との連携ネットワークの構築など、既にある程度の
活動基盤、ノウハウなどが蓄積されている。本プロジェクトの実施に際しては、こ

れまでのPRDCの活動成果・活動基盤を活用しつつ、既存の活動の強化・展開を支
援していくアプローチを取っており、リソース活用の観点から効率のよい協力が可

能である。 
 
（4）インパクト 

‐ 本プロジェクトでは、PRDCに対する技術移転・能力強化を通じて、特に地方にお
ける食品SMEに対する適正包装技術の普及啓発及び導入支援を促進し、その結果と
して食品SMEの製品市場価値を高めることを上位目標としている。フィリピンで
は、製品の品質保持期間が短い、輸送の際の損耗率が高いなどの理由により、広域

市場へのアクセスを阻まれている商品SMEが特に地方部において多く存在する。係
る問題の大部分は、適正包装技術の導入により軽減されることから、本プロジェク

トが最終裨益者に対してもたらすインパクトは大きいと考えられる。 

‐ 本プロジェクトのカウンターパートであるPRDCは、過去5年間にわたり、民間包装
関連企業、商工会議所、DOST地方・州支局、フィリピンDTIなどと連携しつつ、民
間食品企業に対する適正包装技術の普及啓発及び改善支援に取り組み、実績を残し

てきた。その活動は地方部へも広く波及している。これらの実績、連携・ネットワ

ークの基礎、今後の活動の展開の可能性を考慮すると、PRDCを本プロジェクトの
カウンターパートと位置づけることにより、最終裨益者である食品SME者以外に
も、多様な関係者に対し本プロジェクトによるインパクトを与えることが可能とな

る。 

‐ 現状、PRDCはフィリピンにおいて、地方食品SMEの包装改善ニーズに応え、適切
な包装技術の指導・提供、普及及び啓発を行う中心機関となっている。このため、

PRDCの専門能力を強化することにより、より多くの食品SMEに対する包装改善支
援が可能になる。さらに、直接PRDCの支援を受ける食品SMEのみならず、これま
で食品包装改善やPRDCの活動に興味を示さなかった層の意識改革を促すことによ
って、地方食品SME全体の包装技術改善及び意識の向上も可能と見込まれており、
多層的なインパクトを与えることが期待できる。 

 
（5）自立発展性（プロジェクトの効果の持続性） 

‐ PRDCは5年間の民間企業に対する包装技術改善の活動実績があり、これらの活動実
施に係る関係機関・団体との連携の基礎も既に存在している。本プロジェクトは、

これら既存の取り組み・実施基盤を強化・促進するアプローチを採用しており、プ

ロジェクト終了後も、実施機関の専門能力の向上のみならず、関係者による連携・

協力体制の継続が期待できることから、本プロジェクトによる効果（民間食品SME
に対する適正包装技術導入支援の促進）はプロジェクト期間終了後においても自立



 

発展的に継続・展開されると期待できる。 
‐ カウンターパートであるPRDCはDOSTにより時限的に設置された特別プログラム

として運営されているが、5年間の活動実績及び民間セクター（企業、関係団体）
からの強いニーズなどにより、当初予定されていた運営期間を2009年まで延長する
ことが既に決定されている。また、DOSTはPRDCの設置基盤にかかわらず、民間食
品SMEに対する適正包装技術導入支援の促進とそのための手段の確保を支援する
ことを約束しており、本プロジェクトによる成果の継続が期待できる。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

〔貧 困〕 
国の富が首都圏に一極集中しているフィリピンにおいて、包装技術の普及を通じて地方の

SMEを振興し、雇用機会を増やして地域間格差を是正することに配慮する。 
 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

1989年から4年間実施された「アルゼンチン包装技術プログラム」における教訓を基に、本
プロジェクトにおいては、案件準備段階においてカウンターパートの実施体制及び関係省庁・

民間団体との連携の確認、民間セクター（地方食品SME）のニーズ及び前提条件把握を十分に
行うこととした。本プロジェクトでは、PRDCの自立発展的な組織遂行能力強化に努め、協力
期間中から成果が出ることを念頭におきつつ、実効性の高いプロジェクト運営を実施する。 
 

８．今後の評価計画 

・中間評価（開始後2年） 
・終了時評価（終了前6ヵ月） 
・事後評価（終了から3年以内） 
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第１章 調査団派遣の経緯 
 
１－１ 要請の背景 

フィリピン共和国（以下、「フィリピン」と記す）では、製造業により創出される付加価値の47
％を食品産業が占めており、5万数千社がその担い手となっている。そのうち零細企業を含む中小
企業（SME）は企業数で99.6％を占め、そのうち86.2％が地方に立地している。これら食品SMEは
生産管理、品質管理、衛生基準など様々な問題を抱えているが、なかでも地方のSMEの多くは適
切な包装技術の知識がなく、加えて包装資材のコスト高もあって、市場に商品を出荷するうえで

適切な包装を行えないでいる。このため、物流・マーケティングといった要素とは別に包装技術

の制約、とりわけ商品の見た目の悪さや日持ち期間の短さといった制約から、大半の食品SMEの
市場は極めて狭い地域に限定されてきた。見た目がよく、日持ちが長い製品、法的基準を遵守し

た表示や成分は、大手流通チェーンとの取り引きや輸出には不可欠の条件であるが、ほとんどの

食品SMEはこれらの条件を満たすことができないでいる。これらは包装技術やそれに付随する知
識によって解決できるものが多い。多くの国では、包装技術は包装資材メーカーや包装機械メー

カーを介して食品企業に移転されるが、フィリピンでは、これらのメーカーやディーラーはマニ

ラに集中しており、使用ロットの小さいSMEが新しい包装技術にアクセスする機会は制限されて
いる。 
フィリピン科学技術省（DOST）包装技術研究・開発センター（PRDC）は、民間食品企業に対

する包装技術改善と普及・啓発を活動目的のひとつに掲げ、セミナー及びコンサルテーションを

通じた民間企業に対する有償での包装技術改善サービスの提供を積極的に行ってきた。現時点で

PRDCは、特に地方における食品SMEに対し適正包装技術の導入を包括的に支援する国内唯一の機
関となっている。しかしながら、PRDCが、中小食品企業に対して包装技術改善のより一層の普及
を図っていくには、顧客であるSMEのニーズに即した食品包装技術・知識を向上させるとともに、
地方における普及啓発活動を強化することが求められている。 
係る状況の下、フィリピン政府はPRDCの専門能力の向上を通じ、特に地方の食品SMEに対する

包装技術の改善指導、普及啓発の更なる推進を目的とした技術協力プロジェクトの実施をわが国

に対して要請してきた。 
 
１－２ 調査の目的 

本事前評価調査では、上記の要請背景を踏まえ協力の必要性、妥当性及び実施可能性について

検討する。特に食品の包装技術に関しては、現地調査並びに現地関連機関との協議を通じて、フ

ィリピンSMEの具体的なニーズにプロジェクトが対応していることを検証し、必要に応じ、要請
された計画、活動、スケジュールや指標の改訂したのち、具体的な協力内容を協議議事録（M/M）
として、確認することを目的とする。 
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第２章 事前評価調査の概要 
 
２－１ 調査団の構成 

団長/総括 松浦 正三 JICAフィリピン事務所 所長 
担当（協力企画） 横田 未生 JICAフィリピン事務所 企画調査員 
短期専門家（事業運営計画） 沢木 正人 コンサルタント 
短期専門家（包装技術） 杉本 清次 コンサルタント 

 
２－２ 調査日程 

第1次派遣（2004年9～12月） 
同期間中は、2名の専門家を中心にカウンターパート機関や関係者からのプロジェクトの背景

等に関する聞き取り調査、議論等を行うとともに、以下のとおり5回にわたる現地踏査を行い、
地方都市において地方食品SMEが行う包装の実態やニーズの確認を行った。 

    
＜第1回地方調査＞ 

10月20日：バコロド市（ネグロス・オキシデンタル州） 
10月21日：イロイロ市（イロイロ州） 
10月22日：ロハス市（カピス州） 
10月23日：アクラン市（アクラン州） 

＜第2回地方調査＞ 
10月27日：セブ市 
10月28日：タグビララン市（ボホール州） 
10月29日：シキホール市（シキホール州） 
10月30日：ドゥマゲッティ市（ネグロス･オリエンタル州） 

＜第3回地方調査＞ 
11月3日：ダグパン市（パンガシナン州） 
11月4日：バギオ市（ベンゲット州） 
11月5日：ムニョス市（ヌエバエシハ州） 

＜第4回地方調査＞ 
11月9日：タクロバン市（レイテ州） 
11月10日～11日：カルバヨグ市（サマール州） 

＜第5回地方調査＞ 
11月16日：カガヤン・デ・オロ市（ミサミス･オリエンタル州） 
11月17日～18日：ダバオ市 
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第２次派遣（2005年１～２月） 

 主な内容 

1 1月17日 月 ・ 短期専門家到着：東京 →マニラ [JL741] 
・ JICAフィリピン事務所と打合せ 

2 1月18日 
～ 

1月23日 

火 
 
日 

・ 追加資料・情報の収集 
・ プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）（第1次案）及びプロ

ジェクトドキュメント（第1次案）の検討・改訂〔← 先方実施機関：
包装技術研究・開発センター（PRDC）とは随時打合せ〕 

・ PCMワークショップの開催準備 
3 1月24日 月 ・ 対処方針会議〔PDM（案）の日本側に対する説明・検討〕 

4 1月25日 火 ・ PDM（第1次案）及びプロジェクトドキュメント（第1次案）の主要項
目につきフィリピン側へ説明 

5 1月26日 
～ 

1月27日 

水 
 
木 

・ PDM（第1次案）及びプロジェクトドキュメント（第1次案）の検討・
改訂（← 先方実施機関：PRDCとは随時打合せ） 

・ PCMワークショップの開催準備 
6 1月28日 金 ・ PCMワークショップの開催〔PDM（第1次案）の確認〕 

7 2月3日 木 ・ PDM（案）及びプロジェクトドキュメント（案）（日本側案）の完成・
提出 

8 2月4日 
～ 

2月11日 

金 
 
金 

・ PDM（案）及びプロジェクトドキュメント（案）の説明、コメント取
り付け及び協議 

9 2月14日 月 ・ PDM（案）及びプロジェクトドキュメント（案）に係る合意文書〔協
議議事録（M/M）〕署名 

・ 在フィリピン日本大使館報告 

10 2月15日 火 ・ 短期専門家帰国：マニラ → 東京[JL746] 

 
２－３ 主要面談者 

（1）フィリピン関係者 
＜PRDC＞ 

1．Daisy Tanafranca, project leader 
2．Raul Hernandez, consultant 
3．Josefina Diaz, manager in charge of testing 
4．Floridel Loberiano, manager in charge of seminars and training 
5．Elizabeth Bernardo, manager in charge of R&D 

 
＜科学技術省（DOST）本省・地方局＞ 

6．Estrella Alabastro, Secretary 
7．Rogelio Panlasigui, Undersecretary for research and development 
8．Graciano Yumul, Executive director of Philippine Council for Institute & Energy Research 

and Development 
9．Hipolito Aycardo, Regional director, RegionⅣ 

10．Zinnia Parcon Teruel, Regional director, RegionⅥ 
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11．Emelyn Flores, Provincial officer, RegionⅥ 
12．Edilberto Paradela, Chief of technical services division, RegionⅦ 
13．Edgardo Esperancilla, Regional director, RegionⅧ 
14．Angelito Alolod, Regional director, RegionⅧ, Acting director of RegionⅩ 
15．Dina Din, Packaign coordinator, Region Ⅺ 

 
＜貿易産業省（DTI）SME関係機関＞ 

16．Rhodora Leano, Director, Bureau of SME development 
17．Rose Marie Castillo, Business manager, Bureau of Export Trade Promotion 
18．Juvy Benliro, Trade and industry development specialist, Capiz provincial office 
 
Bureau of Food and Drugs 
19．Nida Escalo, Food drug regulation officer Ⅳ 

 
SMEs（PRDCから支援を受けた食品SME） 

NCR 
20．Roberto Munoz, president, Mura Sarap Foods 

Region Ⅳ 
21．Isagani Belarmino, manager, Lety’s Buko Pie 

RegionⅥ 
22．Virginia Chua, manager, VIRGIE’S 
23．Teresita Hom, president, TFlavors 
24．Cecilia Plotena, proprietress, Clara’s 
25．Emily Jison, owner, MARIEL’s Bakery 
26．Maritess Sanchez, owner, EL IDEAL 
27．Agnes Triol, general manager, Sweet ‘Nes 
28．Alexander Yap, owner, BB Nuts 
29．Grace Jovelaso, RGies Delicacies 
30．Gina Palmes, general manager, Tropicas Food Products 
31．Josephine Bisnar, co-owner, Yaman Dagat Food 
32．Debrah Fuentes, executive officer, Mommy Goose 
33．Cecilia Acevedo, manager, JC King 
34．Shirly Tamayo, project director, Ocean Gem Food Products 
35．Roselita Sauza, general manager, ROSA Foods 
36．Reva Sazon, wife of owner, AKLAN’S Boneless Bangus 

RegionⅦ 
37．Emilio John Paul Lumontad, owner, Mondarz 
38．Felix Tiukinhoy, president, Virginia Food 
39．owner, Chilen’s 
40．Wilson Lumakang, general manager, Magic Melt 
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41．owner, Cebu Grace Food Products 
42．Almario Jumaquio, operations manager, Bucarez Food Processing Corp. 
43．Leon Calipusan, major, Instant Salabat 
44．Florencia Gilay- Pestelos, owner, Bakeshop on the rock 

Region Ⅷ 
45．Joey Chan, owner and mayor, John Carlo 
46．Danilo Gabin, manager, Jiabong Mussels 
47．Emma, owner, Charito’s Delight 
48．Marietta Bernales, owner, Mayette’s Food Products 
49．wife of the owner, Lola COncordia 

Region Ⅹ 
50．Gloria Garcia, manager, Lumbia Selfhelp Women MPC 
51．Gina Malferrari-Obsina, general manager, TGO Foods 
52．Joan Uy, president, Northern Mindanao Vegetable Corporation 
53．Virgilio Jose, operations manager, VJANDEP 

Region Ⅺ 
54．J Gem Bakery & Food Products, Jose Manuel Reyes, manager 
55．SunGee, Ma. Christina Ramos, manager 
56．Nenita, Edmond Dantes, AVP 
57．629 Bakehaus, Romeo Penson, owner 
58．Lucille’s Food Products, Lucilia Rubinos 
59．Emerald Farms, Alma Uy, owner 
 

Packaging Materials Company（民間包装資材関連会社） 
60．Vicente Co, vice president, Manly 
61．Wilson Ng, vice president, July 
62．Robert Yam, vice president, Printwell 
63．Stephan Tan, assistant sales & marketing manager, MEGAPACK 
64．Armando Yao, plant manager, SOLMAC 
65．Renato Cabrera, plant manager, San Miguel Yamamura Asia Corp 
66．Yoshihiro Abe, operations manager, San Miguel Yamamura Asia Corp 
67．Abner Villahermosa, assistant vice president, San Miguel Packaging Products 
68．Jose Antonio Menchaca, plant manager, Rightpak International Corp. 
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第３章 プロジェクト実施の背景 
 
３－１ フィリピンの社会経済情勢 

フィリピンの国内総生産はこの5年間、実質で3～4％台で成長してきたものの、同時期に人口が
2％台で増えたことと為替レートが大幅に減価したことから、ドルでみたフィリピンの国民所得は
1,000ドル強でほとんど変わらない状況にある。不完全失業も含めると労働人口の3割弱が恒常的に
満足な職を得られない状況にあり、8,200万人にまで膨らんだ人口を国内においてどのように雇用
吸収していくかは、フィリピン政府にとって大きな課題となっている。 
 

表３－１ 主要経済指標 

 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 

国内総生産 
（constant price, ％） 

3.4 4.4 3.0 4.3 4.7 

人口成長率（％） 2.1 2.8 2.3 2.2 2.2 

失業率（％） 9.8 11.2 11.1 11.4 11.4 

不完全失業率（％） 22.1 21.7 17.2 17.2 17.0 

1人当たり国民所得 
（$ current） 

1,045 1,050 970 1,020 1,038 

為替レート（P/$） 39.1 44.2 51.0 51.6 54.2 
Source：ADB Country Economic Review, December 2004 

 
フィリピンの貿易産業省（DTI）が策定した中小企業（SME）開発計画によれば、フィリピンの

SMEは、他のアジア諸国と比較して、パフォーマンスで見劣りすることが指摘されており、この
SMEの競争力を高めていくことによって、増加した人口の吸収を図っていこうとするのが、フィ
リピン政府の政策のひとつである。 
 
３－２ 食品中小企業（SME）の状況 

（1）フィリピンにおけるSME 
フィリピン国家統計院（NSO）は、2002年におけるフィリピンの企業数を80万9,460社と記

録している。そのうち、零細企業も含めたSMEは、全体の99.7％を占める。 
 

表３－２ 規模別企業数 
（単位：企業数） 

 零細企業 小企業 中企業 大企業 合計 

製造業 108,847 
（88.5％） 

12,128 
（9.9％） 

1,020 
（0.8％） 

982 
（0.8％） 

122,977 
（100.0％）

その他 634,579 
（92.4％） 

48,438 
（7.1％） 

1,854 
（0.3％） 

1,612 
（0.2％） 

686,483 
（100.0％）

合 計 743,426 
（91.8％） 

60,566 
（7.5％） 

2,874 
（0.4％） 

2,594 
（0.3％） 

809,460 
（100.0％）

Source：NSO, 2002年 
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表3-3は、NSOの統計から、就業者数を企業の規模別にまとめたものであるが、2002年にお
いては大企業に就業している割合は29.6％で、残りはSMEとなり、フィリピンの3人に2人は
SMEに就業している状況にある。 

 
表３－３ 企業規模別従業員数 

（単位：人） 

 零細企業 小企業 中企業 大企業 合計 

製造業 353,255 
（24.1％） 

294,487 
（20.1％） 

143,003 
（9.7％） 

676,443 
（46.1％） 

1,467,188 
（100.0％）

その他 1,798,007 
（44.8％） 

1,020,022 
（25.4％） 

254,110 
（6.3％） 

945,463 
（23.5％） 

4,017,602 
（100.0％）

合 計 2,151,262 
（39.2％） 

1,314,509 
（24.0％） 

397,113 
（7.2％） 

1,621,906 
（29.6％） 

5,484,790 
（100.0％）

Source：NSO, 2002年 

 
DTIは、NSOの統計に基づき、SMEはフィリピン経済の付加価値におよそ3割程度を占め、

その他アジア諸国との比較では、フィリピンのSMEは競争力で見劣りがするものと理解して
いる。 
フィリピン政府は、この競争力に劣るSMEの業績を改善することによって、就業機会を創

出できるものと考えており、中期開発計画（2004-2010）にある1,000万人の雇用創出目標にお
いて、少なくとも、300万人の雇用創出をSMEに期待している。 

 
（2）フィリピンにおける食品業 

NSOは、フィリピンの食品業が製造業で作り出す付加価値のほぼ半分を創出しているもの
と見込んでいる。食品業の企業数は、5万2,046社といわれ、そのうち、SMEが99.6％を占める。
また、零細企業は92.9％にあたる。 

 
表３－４ 規模別食品製造企業 

 合 計 零細企業 小企業 中企業 大企業 

企業数 52,046 48,347 3,333 179 187 

構成比（％） 100.0 92.9 6.4 0.3 0.4 
資料：NSO、2002年 

 
食品業におけるSMEは多くが地方に所在している。マニラ首都圏地域（NCR）に所在する

企業は、全体の13.3％で、残りの86.7％がマニラ首都圏地域以外に所在する。 
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表３－５ 地域別中小食品製造企業 

 合 計 マニラ地域 マニラ以外 

企業数 51,863 6,946 44,917 

構成比（％）  100.0  13.3   86.7 
資料：NSO、2002年 

 
フィリピンにおけるその他SMEと同様に、食品業におけるSMEは成長していくうえで、多

くの問題をかかえているが、DTIなどは、大きな課題として、国際競争力の欠如、低生産性、
資金調達上の制約、市場へのアクセスの欠如の4点をあげている。フィリピン政府は、食品業
におけるSMEのこれら課題を解決していくことによって、雇用創出ができるものと信じてお
り、その際に包装改善が重点項目のひとつと考えられている。製造業に占める食品業のポジ

ションを踏まえれば、政府の雇用創出計画において、その少なくとも1割は、食品業のSMEか
ら雇用創出を見込んでいるものと考えられる。 

 
３－３ 中小企業（SME）振興に係るフィリピン政府の戦略 

アロヨ政権は、中期開発計画（2004-2010）の柱のひとつとして、1,000万人の新たな雇用創出を
あげているが、そのなかでSMEにおける雇用創出は重要項目のひとつとして取り上げられている。
さらに、JICAの支援の下に、DTIが策定したSME開発計画（2004-2010）においては、製品開発、
マーケティング、ファイナンス、訓練などのプログラムによって支援する重点分野が定められて

いる。重点分野にあるSMEには、その競争力と生産性を高めるために、政府の各種資源が優先的
に配分されることとなるが、包装技術の開発・普及は、科学技術省（DOST）とともに今後実施す
べきSME振興施策の優先課題のひとつとして取り上げられている。 
政府方針に沿って、DOSTは中期計画（1999-2004）を策定したが、その中心となる戦略は、まず、

優先プロジェクトを実施していくこと、第2に、既存のプログラムを強化していくこと、第3には、
科学技術における統治問題とマネージメントを改善していくことからなっている。包装技術研

究・開発センター（PRDC）は、第1の戦略のなかで、優先プロジェクトとして創設された。PRDC
は、フィリピン製品の低い品質と付加価値、競争力に劣る点についてのフィリピン政府の懸念に

DOSTが応える形で始めたものである。今後6年間についても、DOSTは引き続きPRDCを支援して
いくことを表明している。 
 
３－４ 政府及び他ドナーの関連事業 

日本政府による研修生の受入れ、スイス政府による包装マニュアル作成の際の支援など、過去

にあったものの、地方の食品企業の包装技術改善を目的に包括的な支援が実施されるのは本件が

初めてとなる。DOSTによるPRDC設立以外にも、フィリピン政府はDTIと農業省の下に包装技術支
援のグループを設立したが、いずれもSMEの包装技術支援としては機能していない。 
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第４章 食品中小企業（SME）の包装技術における現状と課題 
 
４－１ 枠組み分析 

図4-1は、食品SMEの包装技術改善に係る分析の枠組みを示したものである。そこでは、食品SME
は包装改善のために、包装材料・機械メーカーに接することもできるし、メーカー側も広域市場

に必要となる包装材料を提供する能力を有している。ところが、包装材料メーカーのサービスを

受けるためには、SMEはメーカーの設定する最小注文単位を満たさなければならないが、多くの
SMEがそれを満たすことができないのが現状である。したがって、広域市場へ向けた包装改善の
分野では、SMEと包装材料・機械メーカーとの間で商業的な関係が成立しているわけではない。 
包装技術研究・開発センター（PRDC）は、これまで、市場メカニズムに任せるだけではうまく

満たされない、この陥穽をSMEと包装メーカーの間に立って埋める働きを担ってきた。すなわち、
PRDCがSMEのニーズを見つけ、包装材料供給メーカーとの仲立ちをして、フィリピンのなかで利
用可能な包装材料の利用を通して、SMEの広域市場へのアクセスを支援してきた。多くの場合に
おいて、SMEにマーケティングの面で支援をする貿易産業省（DTI）と調整して活動を行ってきた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－１ 枠組み分析図 

 
図4-1に記載の関係者について、以下詳述する。 

 
（1）中小食品製造業 

対象となるのは、中小零細の食品企業でも特にマニラ首都圏地域（NCR）以外に所在する
企業で、国家統計院（NSO）によれば、2002年時点での当該食品製造企業は44,917社である。 
対象とする中小食品企業を地方を中心としたのは以下の理由による。 

1．フィリピンでは、国の富が首都圏に一極集中しており、包装技術の普及を通じて地方のSME
を振興し、雇用機会を増やして地域間格差を是正することに配慮する。 

2．PRDCはマニラに所在しており、マニラ首都圏に所在する中小食品企業がそのサービスを
受けようとすれば容易に受けられることによる。 

包装技術改善を必要とするSME

科学技術省

包装材料・機械メーカー

　　PRDC 貿易産業省
（DOST） 

DTI
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（2）包装材料・包装機械メーカー 
プラスチック、紙、缶、びんといった包装材料メーカーは、フィリピンでも操業しており、

広域市場を対象とする際に必要となる包装材料はほぼ国内で供給できる状況にある。しかし、

そのようなメーカーから包装材料を調達するためには、最低注文量を満たさなければならな

いが、ほとんどのSMEはそれを満たすことができず、SMEは包装材料メーカーの主要な顧客
となっていない。 
マニラ首都圏以外では地方の大都市圏であるセブ、ダバオにも包装材料メーカーが存在す

るが、主に、地場の市場でしか通用しない包材の供給を担っている。包装機械については、

フィリピンはほとんどが輸入であり、輸入業者はマニラにある。機械輸入者が供給する包装

機械を必要としているSMEはまれである。 
したがって、フィリピンにおいては、SMEの規模の制約から、日本のような国では、当然

に包装技術を入手するルートとなっている包装材料・機械メーカーとSMEとの間に有効なつ
ながりはなく、今後も当面それが構築されていく見込みにない。 

 
（3）PRDC 

そのような状況のなかで、SMEに広域な市場へのアクセスを可能とする包装技術を提供し
てきたのがPRDCである。現在のところ、PRDCはSMEに対し総合的に包装技術のサービスを
提供できるフィリピンで唯一の組織である。 

PRDCは、1999年9月にDOSTによって5年間の期限付きプログラムというステータスで設立
された。2004年末までに、有償でPRDCのサービスを受けた企業数は423社、商品数にして703
を数えるまでとなり、PRDCは着実に実績を積み重ねてきた。PRDCは有償のサービス提供の
ほか、コンサルテーションを通してアドバイスを実施する一方、地方でセミナーを開催して

包装技術改善の重要性について啓発活動も行っているが、そのコンサルテーションを受けた

企業数は2,483社、セミナーへの参加者は2,331名を数えている。 
PRDCのスタッフは、現在25名で、そのうち、マネージャーの4名がDOSTの職員であり、残

り21名は契約職員という構成となっている。これは、PRDCのプログラムのステータスを反映
したものである。組織の機能としては、デザイン、R&D、試験に大きく分かれ、それぞれの
分野で専門的なサービスが提供できる組織体制にある。包装技術サービスの分野では、輸送

包装をカバーしていない。 
PRDCは、海外で数箇月の包装技術の研修を受けたものが数人いるが、PRDCが保有してい

る包装技術に係る実績及び基礎的な能力は、主に、実践による修得、すなわち、包装技術に

ついてのニーズがあるSMEの問題を1件ずつ解決したことで集積されてきたものである。そこ
での問いかけは常に、提案した改善案よりもよい案が包装技術先進地域で存在するのではな

いかということであった。PRDCの2004年度予算規模は1,140万ペソで全額をDOSTが拠出して
いる。ちなみに、PRDCの同年において包装技術改善から受けたサービス収入は140万ペソで
ある。 

 
（4）DOST 

DOSTの長官がPRDCプログラム・リーダーの任命権をもち、予算配分を決定している。
DOSTの職員数は4,940人、2004年度の総予算規模は24億2,000万ペソである。 
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DOSTはフィリピンの16の地域（Region）に地方事務所をもち、それぞれ2名の包装技術コ
ーディネーターを任命している。包装技術コーディネーターはそれぞれの地方事務所長の管

轄にあり、PRDCとコーディネーションを行うこととなっている。 
現在のところ、DOST本省内での権限、所管関係で見た場合、PRDCには地方のSMEに対し

てサービスを提供するための十分な権限が付与されているとはいえない。これは以下の点に

現れている。すなわち、PRDCは、地方事務所が地域の包装技術改善に係る年度計画を策定す
る際の構成員となっていない。また、地方事務所長間で包装技術改善について会議をする際

の構成員ともなっていない。地方事務所が独自に提言する包装技術改善についても、PRDCが
その品質管理を行う権限も付与されていない。 

 
（5）DTI 

DTIもDOSTと同様に各地域に地方事務所をもっており、地方のSMEに対して、バイヤーの
紹介や食品フェアへの招待など、SMEにとってのマーケティング面でのサポートを担当して
いる。PRDCとDTIにある地方事務所と国際貿易見本市センター（CITEM）との関係は良好で、
地方における包装技術改善セミナーの共催をする一方、DTIが開催する国際食品フェアにおい
ては、PRDCは特定振興地域に指定された地域に一定期間出張をして、地域のSMEが実際に国
際食品フェアに参加できるまでに包装改善を実行してきた。 

 
４－２ 食品中小企業（SME）の包装技術における現状と課題 

食品業におけるSMEの販売地域はほとんど地方の市場に限定されている。そのSMEが売上高を
伸ばして成長していくためには、マニラや海外市場にまで市場を拡大していかなければならない。

市場を拡大することができれば、生産コストを下げることができるし、それによって、生産性も

あがり、全般の競争力アップにつながる。この一連の過程のなかで、事業拡張のための資金調達

の方途も見つかることとなろう。したがって、市場を拡大できるかどうかは、食品SMEにとって
は大変重要なこととなる。 

SMEが市場を拡大する際には、常に、適切な包装が最初に解決しなければならない問題となる。
特に、零細・小規模の食品企業の場合には、営業部門などもっておらず、地域を離れて大きく売

上げを伸ばす機会は、大手スーパーマーケットのバイヤーとの接触や、食品フェアに商品を出展

するなどを通して行われる。その際に重要となるのは、見た目がよいこと、日持ち期間が十分で

あることが必要条件となる。地方からマニラ首都圏に商品を納品しようとすると3～6ヵ月の日持
ち期間が要請されることとなり、輸出をする場合にはこれが12ヵ月に伸びる。 
フィリピン食品SMEが現在直面している包装改善に係る問題は以下の5点に整理できる。 

1．日持ち期間が十分でないこと 
2．包装材料の最低注文単位が大きすぎること 
3．ラベルの法定表示が適切に守られていないこと 
4．上記の問題をSME自体では解決できないこと 
5．並びに、民間の包装材料・機械メーカーもSMEの問題を解決するビジネス・インセンテ
ィブを有しないこと 
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第５章 プロジェクト戦略 
 
５－１ プロジェクト戦略の概要 

本プロジェクトの目標は、包装技術研究・開発センター（PRDC）の包装技術を開発・普及させ
る能力を高め、地方における食品分野の中小企業（SME）の包装技術を改善し、これによって地
方のSMEの広域市場へのアクセスを促進することである。 
その目標達成のためのプロジェクト戦略の基本コンセプトは以下のとおりである。 

1． プロジェクトの最終目標をPRDCが有償でサービス提供を行うSMEとする。そのSMEに対
して個別に技術改善を実施して、その件数を増やしていくことによって地方における包装

技術の改善を図る。 
2．SMEへの包装技術改善については、PRDCが直接行う。 
3．地方における包装技術改善は、マニラに所在する既存のPRDCの能力をより充実させるこ
とで、中央から直接支援をする。 

    
このプロジェクトの戦略は以下の理由から有効といえる。 

1．市場拡大のために、包装技術の改善を必要とするSMEが地方には多くある。 
2．広域市場へアクセスするために必要となる包装技術について、PRDCは基本的な知識・能
力を有している。 

3．プロジェクトが順調に進んだ場合、今後5年程度の間に、PRDCによって包装技術普及や
新包装の提供を受けるSMEの企業数は、地方の他のSMEに対しても影響を及ぼすほどに
十分なレベルに達成することが見込まれること。 

    
同様の目標を達成するためには、本プロジェクトによるアプローチのほか、以下3通りのアプロ

ーチが考えられる。 
1．包装材料メーカー並びに包装機械メーカーといった民間セクターを通して行う。 
2．科学技術省（DOST）の既存の地方事務所を通して実行する。 
3．地方の中心都市に、PRDCを新たに設立して分権化して実行する。 

    
これら3アプローチについては、フィリピンの置かれた現状から、いずれもここ数年を展望した

場合、実効性の期待できないアプローチである。分析の結果を以下に述べる。 
    
（1）民間セクターの通じたアプローチ 

フィリピンの包装材料メーカーは、食品関連商品を輸出するために必要となる包装材料を

ほぼ提供できる技術水準に既にある。ただし、その受注生産には、経済的な観点から最低必

要注文量が設定されている。例えば、プラスチックの袋などでは、最低でも1注文10万袋から
とされており、SMEにとっては1年を超える必要量となり、新市場にアクセスするための投資
としては許容範囲を超えている。したがって、包装材料メーカーが地方のSMEに対して直接
アプローチするインセンティブはなく、SMEが成長しなければ包装材料メーカーからサービ
スを受けられない状況にある。また、包装輸入機械を取り扱っている輸入ディーラーは、多

くのSMEではなく、包装材料の最低注文単位をクリアできるほどに成長できた先を対象とし
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ている。現在のフィリピンにおいては、広域市場への包装改善の分野において、地方のSME
と包装材料・機械メーカーとの間に意味ある商業的な関係が成立しておらず、今後その状況

は大きく変わる見込みもない。係る状況において、民間セクターを通して、地方に対して包

装技術の普及を図るアプローチは実効性の期待できるものといえない。 
 
（2）DOSTの地方事務所を通じたアプローチ 

DOSTはフィリピンの16の地域（Region）に地方事務所をもち、それぞれ2名の包装技術コ
ーディネーターを任命している。現在は、この包装技術コーディネーターが地域のSMEのニ
ーズを捕捉して、PRDCに連絡をして、PRDCが直接に包装改善サービスを提供することが行
われている。しかし、いずれの包装技術コーディネーターも包装技術の専門家でなく、包装

技術専門家の不在が地方における包装技術改善の振興の障害となっているという考え方があ

る。 
この問題のよりよい解決策として、地方での活動の充実を図る目的で、PRDCのスタッフを

常駐させる、又は、包装技術コーディネーターを訓練によって専門性を高めて、地方事務所

が直接にサービスを提供できる領域を増やしていくという考え方がある。しかし、これは以

下に述べる理由から実効性の期待できるものとはいえない。 
PRDCはSMEのニーズに応えるために、包装技術の包括的なアドバイスのできる経験あるス

タッフの人数を増やすことが急務となっている。したがって、現状余剰のスタッフは存在し

ない。また、デザイン、包装材料の選定、試験など一連のサービスを提供できて初めてSME
のニーズに応えることができるもので、ある分野で、包装技術コーディネーターの専門性を

高めるだけでは、SMEに対する包装技術の改善にはつながっていかない。むしろ、地方事務
所に期待される役割は、SMEのニーズを正確に把握しPRDCに伝え、PRDCが実施したサービ
スを正確にフォローアップしていくなど、PRDCとSMEとのコーディネーション機能を高める
点にあるといえる。 

 
（3）地方に包装技術の研究開発機関を建設・開設するアプローチ 

地方事務所の包装技術機能の充実から更に一歩踏み込んで、セブ、ダバオといった地方の

中心都市に、PRDCのような包装技術の研究開発機関を新たに設立して、地方のSMEのニーズ
に応えるというアプローチがある。 
これは、人材、資金の制約をまずクリアしなければならず、フィリピンの置かれた現状か

ら、実現性に欠けるアプローチである。また、このアプローチが仮に実現するような場合で

も、そのSMEへのサービス提供の面で実効性があがるのはせいぜいこれから5年先といったタ
ームである。本プロジェクトを推進したのち5年先を展望した場合、新地方包装センターが目
標とする点については、PRDCの活動によってかなりカバーできる見込みにあり、本プロジェ
クトと同様のコンセプトに基づいて、PRDCを地方に造るというアプローチは有効とはいえな
い。 
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５－２ プロジェクトの実施体制 

プロジェクトの実施体制は図5-1のようにまとめられる。プロジェクトの実施機関となるPRDC
は、後述するプロジェクトの基本計画に基づき、JICAから機材供与を受けるとともに、PRDCは10
名のPRDCスタッフを日本における包装技術訓練に派遣する。日本からは、長期専門家1名、短期
専門家3名が派遣され、長期専門家はプロジェクトの運営について助言・指導を行う。日本から移
転された包装技術をもって、PRDCは地方のSMEに対して包装技術改善を実行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図５－１ 実施体制 

 
PRDCのリーダーはプロジェクト・マネージャーとなり、DOSTの研究・開発担当の副長官はプ

ロジェクト・ディレクターとなる。ステアリング・コミッティーはプロジェクトの計画と業績を

モニターするとともに、プロジェクトに指針を提供する。ステアリング・コミッティーは年に1度
又はコミッティーのメンバーの要請によって開催される。日本側のメンバーは、JICAのチーム・
リーダー（長期専門家がこれにあたる）、JICAフィリピン事務所長で、フィリピン側のメンバーは、
プロジェクト・ディレクター、プロジェクト・マネージャーからなる。フィリピン商工会議所の

代表と在フィリピン日本大使館からの代表はオブザーバーとして出席できる。 
    
ステアリング・コミッティーの主な機能は以下のとおりである。 

1．プロジェクトの戦略と実施計画の検討とモニタリング 
2．プロジェクトの運営計画の検討と承認 
3．プロジェクトの進捗モニタリング 
4．プロジェクト関係者との連携支援 
5．プロジェクト年次報告の検討と承認 

ステアリング・コミッティ

日本大使館

経済開発庁

JICA
フィリピン事務所

プロジェクト・ディレクター

（DOST副長官

)

JICA プロジェクトチーム
長期専門家（チームリー
ダー）,短期専門家 3名

プロジェクト・マネージャー

( PRDCのリーダー)

総務 デザイン研究・開発 検査

技術移転,コンサルテー

ション

参加& コンサ

ルテーション
参加& コンサ

ルテーション

参加 & 報告

フィリピン商工会議所

参加& コンサ

ルテーション参加 & 報告

オブザベーション

オブザベーション

総 務 

在フィリピン 
日本大使館 

（DOST副長官） 

ステアリング･コミッティー
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第６章 プロジェクトの基本計画 
 
本項では、添付資料にあるプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）と活動計画にした

がって、プロジェクトの基本計画を説明する。 
 
６－１ プロジェクト目標 

本プロジェクトの期間内に実現すべきプロジェクト目標は、地方における食品分野の中小企業

（SME）の包装技術を改善・向上させるために包装技術研究・開発センター（PRDC）の能力を強
化することにある。そのためにプロジェクトは、PRDCのコンサルティング能力を向上するために
新しい包装技術について、PRDCの専門能力を開発することを狙いとしている。 
当目標を評価する指標として次の4項目がある。 
（1）プロジェクト終了までに、食品分野のPRDCのクライアント数がX％増加する。 
（2）プロジェクト終了までに、食品分野のSMEに対して行われるコンサルテーション数がX％
増加する。 

（3）プロジェクト終了までに、PRDCの実施するパッケージセミナーへの食品関連の参加者がX
％増加する。 

（4）PRDCの支援により、適切な包装やラベルの技術を導入した食品分野のSME数がX％に増加
する。 

    
各指標は、プロジェクト目標の達成度を過程ごとに表すものである。すなわち、（3）の指標は

SMEがPRDCと接触する機会の数を表し、つぎに、セミナーの機会に問題を相談したい企業が個別
コンサルテーションを受けたり、セミナーとは別にSMEがPRDCに直接・間接に相談する（2）。コ
ンサルテーションのあとに、デザインや日持ち期間の改善の実際的な支援をPRDCから受けるため
に、SMEは有料のクライアントになる（1）。その結果は（4）の指標で評価できる。したがって（1）
（4）の指標がプロジェクト目標の達成度を表す最も直接的な指標となるが、包装技術の間接的な
普及まで入れると（2）や（3）までみるべきであろう。すべての指標はPRDCによる収集資料によ
り測定される。 
多くのSMEにとって市場を拡大するためには、包装技術の改善は緊喫の課題となっている。製

品の見た目や日持ち期間、法的規格を遵守した成分の証明や表示について多くのSMEは問題を抱
えている。これらすべては包装に関係する問題である。それゆえ包装の改善は、上位目標である

海外を含む広域の市場への参入を促進することが期待される。プロジェクトの上位目標達成のた

めには、フィリピン経済の状況により、地方の食品業界に属するPRDCのクライアントであるSME
の事業に悪影響を及ぼさないことが重要な前提条件としてあげられる。 
 
６－２ 上位目標 

上位目標は、国内・海外市場において地方のSMEの食品製品の商品価値が高まることである。
その結果、上位目標の達成は、地方から全国へ、全国から国際へ市場を拡大したPRDCのクライア
ントSMEの数、又はPRDCの食品分野のクライアントの売上額で示される。その実績は、PRDCと
科学技術省（DOST）地方事務所の資料によって測定される。 
上位目標達成には、DOSTや貿易産業省（DTI）の包装技術改善に関係するSME振興策が継続さ
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れることが重要な前提条件としてあげられる。 
 
６－３ 成 果 

プロジェクト目標を達成するために実現を要す成果には次の4つがある。 
（1）PRDCの地方におけるクライアント及び潜在クライアントのSMEに対する包装コンサルテ

ーションと現場活動の能力の強化。 
（2）PRDCの計画とプロジェクトマネージメント能力の強化。 
（3）PRDC技術スタッフの適切な食品包装の技術と知識の向上。 
（4）PRDCの包装開発とラベルデザインの能力の強化。 

    
プロジェクト目標を達成するには、プロジェクトの活動を計画する能力とプロジェクト全体を

運営する能力が必要になる。これを前提として、時代に対応した包装やラベルデザインを開発し、

SMEに普及させるPRDCの組織能力をつけ、個々のスタッフがこれをコンサルテーションやクライ
アントから委託する包装サービスを実践できる知識・技能を向上させることが必要となる。PRDC
が自己の現場活動を実践し、DOST地方事務所と連携し、関連省庁と協調していけば、上記4つの
成果の実現によってプロジェクト目標が達成される。プロジェクト目標、成果と活動の関係は図

6-1のようになる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６－１ プロジェクト目標、成果と活動の関係 

 
６－４ 活 動 

（1）PRDCの包装コンサルテーションと現場活動の能力の強化 
地方のSMEに包装技術を普及するための活動として、PRDCはセミナーとそれに付随する個

別コンサルテーションを行っている。このために、プロジェクトチームはPRDCの現場活動の
情報を整理し、評価し、活動をJICAプロジェクトと調整する。チームはJICAプロジェクトと
調整するため、PRDCが現場活動の実行計画を作成するのを支援する。そして地方の製品によ
り競争力がつくのに役立つ新しい包装技術と革新を特定化する。加えて、PRDCの現場活動を
モニターし、定期的に評価することが必須である。成果の評価のために、PRDCのプロジェク

プロジェクト目標

a. 
b. 
c.
d.

成果

Activity

地方における食品分野のSMEの包装技術を改善し、向上させるためにPRDCの能力を強化する

指標

プロジェクト終了までに、食品分野のPRDCのクライアント数がX％増加する
プロジェクト終了までに、食品分野のSMEに対して行われるコンサルテーション数がX％増加する
プロジェクト終了までに、PRDCの実施するパッケージセミナーへの食品関連の参加者がX％増加する

PRDCの支援により、適切な包装やラベルの技術を導入した食品分野の中小企業数がX％に増加する

PRDCの地方におけるクライアント
および潜在クライアントの中小企業
に対する包装コンサルテーションと

現場活動の能力の強化

PRDCの地方におけるクライアン
トおよび潜在クライアントの中小
企業に対する包装コンサルテー
ションと現場活動の能力の強化

PRDC技術スタッフの、適切な
食品包装の技術と知識の向上

PRDCの、包装開発、ラベルデ
ザインの能力の強化

定期的な会議とワークショップ

計画とプロジェクトマネジメントにつ
いてPRDCの研修

PRDCの現行現場活動についての
情報の整理

PRDCが実行計画を作成することへ
の支援

PRDCの現場活動のモニタリングと
定期的評価

新しい包装技術についての
研修実施

包装試験についての
研修実施

収穫後の取扱い技術と包装
についての研修実施

フレキソ印刷、リソグラフィー、輪転
グラビア、デジタルプリンターにつ

いての研修実施

とくに化粧箱と輸送容器の
パッケージングデザインの研修実

施

新しい包装技術と革新の特定化
ジェネリックパッケージ技術開発

についての研修実施と援助

新しいパッケージデザイン能力を
用いるためにPRDCへの支援
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ト活動の年間実行計画、四半期ごとのモニター会議と選定された適切な包装技術が指標とし

て用いられる。 
 

活   動 内   容 

PRDCの現行現場活動について
の情報の整理 

PRDCの現行現場活動についての情報を収集し整理する。
JICAプロジェクトと関連づけて活動を調整する。 

PRDCが実施計画を作成するこ
とへの支援 

PRDCがJICAプロジェクトと調整のとれた現場活動の実
施計画を作成できるよう支援する。 

PRDCの現場活動のモニタリン
グと定期的評価 

PRDCの現場活動をモニタリングし、定期的に評価する。

新しい包装技術と革新の特定化 
地方の製品をより競争力あるようにするのに役立つ新し
い包装技術と革新を特定化する。 

 
（2）PRDCの計画とプロジェクトマネージメント能力の強化 

PRDCのこれまでの実績はリーダーとこれを支える3名のマネージメントスタッフの指導力
に負うところが大きいが、当プロジェクトにより、地方におけるSMEへの支援を更に強化す
るには、PRDCのキャパシティビルディングや活動の計画を立て、進捗状況をチェックしつつ
所期の成果をあげられるよう調整をとる能力がより一層高めることが欠かせない。このため

の活動として次のものが必要である。なお当成果を評価するために、モニタリングフォーマ

ットと四半期ごとの進捗記録を含む評価マニュアルが用いられる。 
 

活   動 内   容 

定期的な会議とワークショップ 
PRDCマネージメントスタッフとの定期的会議やワーク
ショップが開催され、プロジェクトの進捗状況のモニタ
リングと必要な活動が調整される。 

計画とプロジェクトマネージメ
ントについてPRDCの研修 

長期専門家による助言を通じてPRDCスタッフにプロジ
ェクトマネージメント技法の移転が行われる。 

 
（3）PRDC技術スタッフの適切な食品包装の技術と知識の向上 

PRDCに蓄積された包装技術やデザイン能力は、技術スタッフを介してクライアントに伝え
られる。コンサルテーションはスタッフの技能の裏づけを必要とする。そのためには、製品

に適した包装材料を選ぶ知識、包装機械の用い方、検査技術など、スタッフの役割に応じて

技能を一段と高める必要がある。その方法としてJICAから派遣される専門家による技術移転
や、PRDCスタッフの日本での研修がある。このための活動として次のものが必要である。当
成果を評価するために、技術移転と研修についての実施計画、期待される達成度合いに達し

たPRDCの技術スタッフの割合と適切なジェネリックパッケージングの内容が指標として用
いられる。 
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活   動 内   容 

新しい包装技術についての研修
実施 

ハイバリアフィルム、レトルトパウチ、アセプティック
包装や鮮度保持包装（MAP）などの新しい包装技術の研
修を実施する。 

包装試験についての研修実施 
マイグレーションテスト、適合試験等についての研修を
実施する。 

収穫後の取り扱い技術と包装に
ついての研修実施 

青果や生鮮野菜の収穫後の取り扱い技術と包装について
の研修を実施する。 

ジェネリックパッケージ技術開
発についての研修実施と援助 

ジェネリックパッケージ技術開発についての研修を実施
し援助する。 

 
（4）PRDCの包装開発、ラベルデザインの能力の強化 

5年、10年のスパンでみると著しく進化する包装やデザインの技術を、PRDCは組織として
フォローし、SMEのニーズに応用し、普及していく必要がある。そのためには、包装設計、
包装デザイン、法令に遵守した表示などを学んでいかなければならない。このための活動と

して次のものが必要である。なお当成果を評価するために、技術移転や研修の計画、一定レ

ベルに到達したPRDCのグラフィックデザイナーや包装デザインに関する技能と知識が指標
として用いられる。 

 

活   動 内   容 

フレキソ印刷、リソグラフィー、

輪転グラビア、デジタルプリン

ターについての研修実施 

PRDCのグラフィックデザイナーに対してフレキソ印刷、
リソグラフィー、輪転グラビア、デジタルプリンターに

ついての研修を実施する。 

特に化粧箱と輸送容器のパッケ

ージングデザインの研修実施 
PRDCのグラフィックデザイナーに対して、特に化粧箱と
輸送容器のパッケージングデザインの研修を実施する。

新しいパッケージデザイン能力

を用いるためにPRDCへの支援 
新しいパッケージデザイン能力を地方の食品に用いるた

めにPRDCへ支援する。 

 
６－５ 投 入 

（1）日本側投入 
1）長期専門家 
長期専門家1名が派遣される。プロジェクトの期間を通じて1名が担当することが望まし

いが、それができなければ、2年と1年、又は1年半ずつとする。長期専門家の業務として次
のものがある。 
 プロジェクト活動全体の統括 
 予算管理 
 供与機材の設置・試験の管理 
 短期専門家の活動支援 
 各種報告書作成 
 プロジェクトマネージメント手法の技術移転 
 包装専門技術の助言 
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2）短期専門家3名 
以下の分野の短期専門家を派遣する。各短期専門家の期間は3ヵ月を2回とする。また、

必要に応じて短期専門家の派遣を適宜継続する。 
 ハイバリアフィルムとMAP 
 レトルトパウチと包装後殺菌 
 デザインとデザインソフト 

3）機材供与 
供与機材は次のとおりである（詳細は、付属資料1ミニッツ中のプロジェクトドキュメン

トのAnnex8-1参照）。なお、投入する機材の種類や詳細については、プロジェクト開始後に
詳細な検討を行ったうえで、決定する。 
 ハイバリアフィルムの応用に必要な機材 
 レトルトパウチと包装後殺菌に必要な機材 
 MAPに必要な機材 
 デジタルプリンター 
 デザイン関係機材 
 検査機材 
 地方中小企業に対する普及啓発活動実施用のプロジェクト車両 

4）研修員受入 
PRDCの現有スタッフのなかから選ばれた10名の研修員は、3ヵ月の研修を日本で受ける。

研修は次の5分野で行われる。技術研修員が同一分野で複数になっているのは、新しい技術
をPRDC内で共有化するうえで適切であるからである。なお、研修の内容や期間については、
プロジェクト開始後に詳細な検討を行ったうえで、決定する。 
 マネージメント（1名） 
 レトルトパウチ、アセプティック包装、MAP（3名） 
 輸送包装（1名） 
 包装テスト（2名） 
 グラフィックソフトウェア（3名） 

 
（2）フィリピン側投入 

1）要 員 
PRDCは、このプロジェクトを推進するにあたって2008年までに次のような陣容を予定し

ている。 
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部門 2005年 2006年 2007年 2008年*

マネージメント、企画部門 4 5 6 6 

コンシューマー包装研究部門 7 8 9 10 

輸送包装研究部門 3 4 4 4 

包装試験部門 3 4 5 5 

デザイン・マーケティング部門 4 5 5 5 

研修・情報部門 2 2 4 4 

ファイナンス、アドミニストレーション部
門

2 3 5 5 

合   計 25 31 38 39 
* 2008年は1～3月まで。 

 
2）土地、建物・施設、機材等 

PRDCの所在する土地面積は1,032m2。 
PRDCの既存設備の資金はDOST-GIAからの出資による。 

 
 既存設備（2000-2004）* 新規購入設備（2005）* 

PRDCビル 
（508m2） 

スタッフルーム、グラフィック
デザインルーム、試験ラボ、包
装情報データベース図書館、包
装室、食品庫、コンサルタント
室、輸送包装室 

パッケージング・ラ
ボ・ビル 
（220m2） 

コンシューマー包装R&Dラボ、
R&Dスタッフルーム 

建物増改築工事 
（予算合計：350万ペソ） 
 

設  備 （合計額 3,263万2,000ペソ） （予算合計：555万6,000ペソ）

コンシューマー包装 • 垂 直 式 液 体 充 填 包 装 機
（200ml～1,000ml） 
• 熱成形機（カップ） 
• 真空包装機（卓上） 
• 発泡スチロール機（トレー）
トレー包装機 

• 成形充填機（固形物、ナッツ）
• 粉末小袋充填機（砂糖、コー
ヒー） 

• 水平式成形充填機（パストリ
ー、ビスケット） 

• 連続式バンドシーラー 
• インダクションシーラー 
• スキンパック機 
• シュリンクトンネル 
• インパルスシーラー 
• インキュベーター（3） 
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包装試験/包装 • 分光光度計 
• 水分活性試験機 
• ヘッドスペース・ガス・クロ
マトグラフィー 

• 摩擦試験機 
• 化学天秤 
• 湿度管理室 
• インキュベーター 
• pHメーター 
• 湿度測定器 
• 化学天秤（2台） 
• カリッパー  

• 酸素透過試験機 
• ヒートシール試験機 
• 湿度測定のための真空オーブ
ン 

• 水 槽 

輸送包装 • 制御キャビネット（3） 
• パソコン（2） 
• 落下テストのためのプラッ
トフォーム 

• 温度・湿度記録機 
• 機械式ホイスト 

包装デザイン、マー
ケティング 

• パソコン（6台） 
• 幅広プリンター 
• 製箱機・作図装置 
• ラミネーター 
• プリンター（ローランド） 
• エプソンプリンター 
• デザインソフトウェア 

 

コンサルティング、
訓練、情報 

• ネットワークシステム 
• 包装関連書籍、雑誌 
• ディスプレー（14） 
• 液晶表示装置 
• コピー機 

 

* 各1台の設備、装置を表しているがそのほかは台数を表示。 

 
（3）予 算 

地方の食品包装改善・開発プロジェクトのためにフィリピン政府がDOSTを通して行う投
資。 

    
（単位：千ペソ） 

 2005年 2006年 2007年 2008年* Total 

人件費  5,925 10,000 12,500 3,775 32,200 

運営・維持費 10,500 10,500 10,500 2,625 34,125 

資本的支出 
・建物増改築工事 
・機 材 

 
 3,500 
 5,556 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 3,500 
 5,556 

計 25,481 20,500 23,000 6,400 75,381 
* 2005年は4～12月、2008年は1～3月まで。 
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６－６ 外部条件・リスクの分析 

プロジェクトの重要な外部条件は次のとおりである。 
（1）包装技術改善に関する政府（DOSTとDTI）のSME振興策が継続されること。 
（2）経済状況が、地方におけるPRDCのクライアントである食品SMEの経済活動に悪影響を及ぼ

さないこと。 
（3）PRDC計画とDOST地方事務所の活動が連携をとれていること。 
（4）PRDCが関連機関〔DOST、DTI、LGU（地方自治体）、民間セクター等〕と連携され、協調

されていること。 
    
上位目標達成のための重要な前提条件（1）は、包装技術の改善に関するSME振興策が継続され

ることである。DOSTとDTIはSME振興の重要性をよく認識しており、包装技術の改善に高い優先
順位をおいているので、プロジェクト期間中にこの方針が取り止めになることは想定しにくい。

ただし突発の事態で政権が交代したり、財政危機から政策が大幅に変わったとき、PRDCの存続自
体が見直される可能性がある。 
プロジェクト目標の外部条件としてあげた経済状況によって食品業界やクライアントの事業に

悪影響を及ぼさない（2）という蓋然性は、新しい中期開発計画（2004-2010）では、経済成長率を
年平均6.3％としており、又過去の実績では食品業界は経済全体の変動より安定した動きを示して
いることから高いと考えられる。ただし、経済全体がマイナス成長になればこの外部条件は満た

されなくなるであろう。 
地方のSMEに包装技術を普及するのはDOST地方事務所を通じて行われる。この点から、前提条

件（3）に示すように、地方事務所とPRDCとの連携をよくすることは大変に重要である。 
（4）は、DOST地方事務所とPRDCとの連携と同様、関連機関との連携と協調は、目標を達成す

るためには欠かせない。特にDTI、LGU、民間との連携をよくすることは重要である。 
 
６－７ 前提条件 

当プロジェクトの前提条件として、DOSTが少なくともプロジェクト期間中のPRDCの存続を保
証し、プロジェクトを支援する意思があり、関与することがある。機材の大半を設置するにはPRDC
の現有建物を増築するか、別の建物を必要とする。プロジェクトの所期の計数的目標を達成する

ためには、初年度前半に建物の準備が終了していることが望ましい。 
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第７章 プロジェクト実施の妥当性 
 
７－１ 妥当性 

本プロジェクトは、フィリピン政府が中心課題のひとつとして掲げる中小企業（SME）振興の
観点から現政権の政策に合致している。 
食品業におけるSMEの販売地域は地方の市場に限定されており、SMEが市場を拡大する際には、

常に、適切な包装がまず改善しなければならない問題となる。それは、多くのSMEにとって重要
なマーケティング機能を担っている大手スーパーマーケットのバイヤーや食品フェアへの商品を

出展に際しては、一定の基準を満たす製品包装が常に要求されるからである。多くのSMEはこの
包装改善を自身で達成することができず、包装材料の供給者も、SMEと経済的に意味のある関係
を見つけだせないため、SMEに広域市場に必要となるサービスを提供することもない。この状況
は、単に、両者に任せているだけでは変わるものでなく、そこに政府機関である包装技術研究･開

発センター（PRDC）の役割が発揮されることとなる。 
持続的成長のための経済体質を強化することは、日本の対フィリピン援助4重点分野の1つであ

る。我々JICAは、PRDCの能力の向上を通して、地方の食品SMEの包装技術改善を行い、その結果
としてこれら食品SMEの振興を図ることを目的としており、フィリピンに対して、食品業の基盤
を強化するものと見込まれ、日本側のODA協力として適格性が認められる。 
以上に加え、包装技術は日本の技術に優位性の認められる分野でもあり、妥当なプロジェクト

といえる。 
 
７－２ 有効性 

地方のSMEには、包装技術改善を通して広域市場へのアクセスを達成したいという強いニーズ
が存在する。そのニーズに対してPRDCはこの5年間着実に応え実績を残してきた。 
この成功例を増やしていくことにより、当初はPRDCのサービスを必要と認めなかったSMEにつ

いても意識の覚醒を図り、地方のSME全体の包装技術改善を通して広域市場へのアクセスを達成
するという上位目標達成につなげていこうとするアプローチは論理的であり有効である。 
包装技術の改善をすることだけで、広域市場へのアクセスを図ることができるSMEがフィリピ

ンの地方には依然多く存在することから、プロジェクトの目標は、アジア危機のような経済水準

自体が大きく下がるようなことがなければ、まず達成されるものと見込まれる。1人当たりの国民
所得は伸びないものの、フィリピンの経済は着実に成長しており、消費市場は拡大している。政

情は安定しているといえないものの、政情の不安からアジア危機規模の経済後退を誘発する状況

ではない。 
 
７－３ 効率性 

PRDCは既に5年間の実績があり、建物・設備、スタッフの能力まで、地方のSMEの包装技術改
善について基礎となるインフラが既にある。それによって、本プロジェクトの結果をすぐに生み

出すことが見込まれる。 
さらに、プロジェクト・コンポーネントの選定にあたっては、ここ数年を展望して、地方のSME

がどのような包装技術を必要とするかについて、厳格に吟味されたことから、機材供与の項目は

要請当初よりも絞られることとなった。また、PRDCの活動場所としては、基本的に既存建物を使
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用することとしており、コンポーネントには、建物の新設など、地方のSMEの包装改善に直接結
びつかない項目は入っておらず、その点からも投入規模は絞られているといえる。 
 
７－４ インパクト 

PRDCの25名のスタッフは日本からの4名の専門家から直接の訓練を受ける機会を得る。 
また、PRDCの10名のスタッフが日本において研修を受ける。この研修生は、フィリピンに戻っ

たのち、その他PRDCのスタッフに正の波及効果を及ぼすことが期待される。このような直接、間
接の訓練から、PRDCの包装技術能力は格段にあがることとなる。 

PRDCの能力アップは、PRDCがこれまでSMEのニーズを知りながらも、PRDCの能力の問題から
サービスを提供できなかったSMEに対して、包装技術の改善という成果となってもたらされる。
主要分野としては、デジタルプリンターによる少量包装材の生産、レトルト、鮮度保持包装（MAP）、
輸送包装などがある。 

PRDCに包装技術改善を求めるSMEは、広域市場へのアクセスの可能性を潜在的なバイヤーから
示唆され、その実現のために包装がボトルネックとなっていることが多いため、PRDCによって新
たな商品包装がもたらされることによって、すぐに広域市場へのアクセスが達成される。これは

直ちに、SMEの売上高の増加につながる。人手に頼った生産がほとんどのSMEにとっては、売上
高増加はSMEの従業員の増加につながる。どの程度の期間、売上高の増加が続くかは、それぞれ
の商品性によるところであるが、売上高増加を達成した企業は、より競争の厳しいなかで、それ

までと違って、マーケティングや生産管理などの要素を考慮する段階となる。零細企業は小企業

に、小企業は中企業に変貌していく糸口を本プロジェクトは与えるものと期待される。 
 
７－５ 自立発展性 

JICAプロジェクトが自立的に発展できるか否かは、PRDCの自立発展性にかかっている。PRDC
が何らかの理由で機能しなくなれば、プロジェクトから期待される成果はなんらあがることはな

い。 
地方のSMEには、包装技術改善に対する根強いニーズが存在しており、この点については今後

5年程度を展望しても衰えることはないものと見込まれる。PRDCによるこれまでのカバレッジは
国家統計院（NSO）の統計でみた場合、SME全体のまだ1％にも達していない。また、SMEにとっ
てPRDCのサービス利用は一過性のものでなく、包装材料メーカーと直接に取引が行えるようにな
るまで続き、その後も、包装材料メーカーが解決策を提供できないような場合には、PRDCにアド
バイスを求めることとなる。 

PRDCは既に5年間の実績があり、プロジェクトを遂行していく能力を十分に有している。この
PRDCのサービスを更に多くのSMEに利用可能なものとしていくため、科学技術省（DOST）は、
継続的に優先プロジェクトとして認定して、十分な予算配分を通して、支援していくことを決定

している。 
大きな社会的なニーズが存在し、PRDCはそのニーズに応える技術・組織能力を有する。PRDC

のオペレーションに必要となる予算措置についても、DOSTはサポートを表明しており、本プロジ
ェクトはプロジェクト期間終了後においても自立発展的に活動を継続していくものと判断され

る。 
ただし、この自立発展性については、決して堅牢なものでなく、PRDCとプロフェッショナルな
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技術コンサルタント集団があって初めて可能となるもので、何らかの理由で、このPRDCのコア・
カルチュアが崩れていくような場合には、自立発展性自体が脆くも崩れ去る危険をはらんでいる

点については留意する必要がある。 
 
７－６ 総 論 

上記のごとく、本プロジェクトは、妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性の評価

5項目のいずれにおいても評価されるもので、本プロジェクトの実施は妥当なものと判断される。 
 

表７－１ 評価のまとめ 

評価項目 評 価  

妥当性 高 現状、SMEは包材メーカーのサービスを利用できない 

有効性 高 PRDCがサービスすべき多くのSMEのニーズがある 

効率性 高 プロジェクトの基礎インフラが既に存在する 

インパクト 中 海外訓練、専門家からSMEにインパクトが期待される 

自立発展性 中 現状認められるが、その枠組み維持には要注意 
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第８章 モニタリングと評価 
 
プロジェクトの進行を適切にモニタリングし評価していくために下記レポートの作成を行う。

いずれもPRDCが作成して、日本側の長期専門家がレヴューする。頻度並びに提出時期は下記のと
おり。 

 

 提出時期と頻度 主要内容 

実施計画 
契約締結後1ヵ月以内 
毎年改定 

PRDC全体の活動計画 

評価マニュアル 
契約締結後3ヵ月以内 
必要に応じて改定 

プロジェクトの評価方法 

進捗レポート 
毎 月 
1週間以内に提出 

プロジェクトの進捗状況 

実績レポート 
毎 年 
年度末から3ヵ月以内 

年間実績の報告 

 



付 属 資 料 

 

１．ミニッツ（PDM、活動計画、投入計画、実施体制図等を含む） 
 
２．実施協議議事録（R/D） 
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